
（

議

院

運

営

委

員

会

） 

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

調

査

委

員

会

法

案

（

衆

第

二

号

）
（

衆

議

院

提

出

）

要

旨 
本

法

律

案

は

、
国

会

に

、
東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

調

査

委

員

会
（

以

下
「

委

員

会

」
と

い

う

。
）
を

置

こ

う

と

す

る

も

の

で

あ

っ

て

、

そ

の

主

な

内

容

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。  

一

、

委

員

会

は

、

委

員

長

及

び

委

員

九

人

を

も

っ

て

組

織

し

、

そ

の

任

命

、

身

分

保

障

、

服

務

、

利

害

関

係

者

と

の

接

触

等

の

報

告

、

会

議

の

公

開

及

び

会

議

録

並

び

に

委

員

会

の

参

与

及

び

事

務

局

に

つ

い

て

所

要

の

規

定

を

設

け

る

こ

と

。 

二

、

事

故

調

査

等 

 

１ 

委

員

会

は

、

以

下

の

事

務

を

行

う

も

の

と

す

る

こ

と

。 

 
 

イ 

平

成

二

十

三

年

三

月

十

一

日

に

発

生

し

た

東

北

地

方

太

平

洋

沖

地

震

に

伴

う

原

子

力

発

電

所

の

事

故

（

以

下

「

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

」

と

い

う

。
）

の

直

接

又

は

間

接

の

原

因

を

究

明

す

る

た

め

の

調

査 

 
 

ロ 

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

に

伴

い

発

生

し

た

被

害

の

直

接

又

は

間

接

の

原

因

を

究

明

す

る

た

め

の

調

査 

 
 

ハ 

関

係

行

政

機

関

そ

の

他

関

係

者

が

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

に

対

し

講

じ

た

措

置

及

び

こ

れ

に

伴

い

発

生

し

た

被

害

の

軽

減

の

た

め

講

じ

た

措

置

の

内

容

、

当

該

措

置

が

講

じ

ら

れ

る

ま

で

の

経

緯

並

び

に

当

該

措

置

の

効

果

を



究

明

し

、

又

は

検

証

す

る

た

め

の

調

査 

 
 

ニ 

こ

れ

ま

で

の

原

子

力

に

関

す

る

政

策

の

決

定

又

は

了

解

及

び

そ

の

経

緯

そ

の

他

の

事

項

に

つ

い

て

の

調

査 

 
 

ホ 
イ

か

ら

ニ

ま

で

の

調

査
（

以

下
「

事

故

調

査

」
と

い

う

。
）
の

結

果

に

基

づ

き

、
原

子

力

に

関

す

る

基

本

的

な

政

策

及

び

当

該

政

策

に

関

す

る

事

項

を

所

掌

す

る

行

政

組

織

の

在

り

方

の

見

直

し

を

含

む

原

子

力

発

電

所

の

事

故

の

防

止

及

び

原

子

力

発

電

所

の

事

故

に

伴

い

発

生

す

る

被

害

の

軽

減

の

た

め

講

ず

べ

き

施

策

又

は

措

置

に

つ

い

て

の

提

言 

ヘ 

こ

れ

ら

の

事

務

を

行

う

た

め

必

要

な

調

査

及

び

研

究 

２ 

委

員

会

の

事

故

調

査

の

た

め

の

、

参

考

人

の

出

頭

、

資

料

の

提

出

要

求

、

特

定

の

委

員

等

に

よ

る

予

備

的

又

は

補

充

的

な

調

査

、

両

院

合

同

協

議

会

に

対

す

る

国

政

調

査

要

請

に

つ

い

て

、

所

要

の

規

定

を

設

け

る

こ

と

。 

 

３ 

委

員

会

は

、

委

員

長

及

び

委

員

の

任

命

の

日

か

ら

起

算

し

て

お

お

む

ね

六

月

後

を

目

途

と

し

て

、

事

故

調

査

の

結

果

及

び

提

言

を

記

載

し

た

報

告

書

を

両

議

院

の

議

長

に

提

出

し

、

こ

れ

を

も

っ

て

、

そ

の

調

査

活

動

を

終

了

す

る

こ

と

。  

三

、

こ

の

法

律

は

、

国

会

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

施

行

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

、

委

員

会

の

設

置

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

法

律

の

施

行

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。 

 

ま

た

、

こ

の

法

律

は

、

こ

の

法

律

の

施

行

の

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

経

過

し

た

日

に

、

そ

の

効

力

を

失

う

こ

と

。 


